
船舶事故調査報告書 

 

                              平成２２年１１月１８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２２年６月２６日 １２時２０分ごろ 

発生場所 愛知県三河港 蒲郡市三河港蒲郡東防波堤西灯台から真方位２２８°８３

０ｍ付近 

（概位 北緯３４°４８.６′ 東経１３７°１３.１） 

事故調査の経過 平成２２年７月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

自動車運搬船 ERIDANUS
エ リ ダ ナ ス

 LEADER
リ ー ダ ー

（パナマ共和国）、５９,６３７トン  

９４９８６０２（ＩＭＯ番号）、NADA V SHIPPING CO.LTD.INC. 

１９９.９０ｍ×３２.２６ｍ×２５.２８ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１４,２８０kＷ、２０１０年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５０歳 

 免状不詳 

水先人 男性 ６８歳 

伊勢三河湾水先区１級水先人水先免状 

 免 許 年 月 日 平成８年１２月１７日 

 交 付 年 月 日 平成２１年９月２８日 

有効期間満了日 平成２３年１２月１６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船首部に黄色仮設灯浮標の錨鎖痕 

灯浮標 流失 

 事故の経過 本船は、船長ほか２０人（乗組員全員フィリピン共和国籍）が乗り組

み、三河港（蒲郡地区）蒲郡 ふ
・

頭９号岸壁（以下「９号岸壁」という。）に

出船右舷係留して完成車２,７０５台（約４,１２７トン）を積載し、船首

喫水約８.００ｍ、船尾喫水約８.１５ｍで、全係留索を放して離岸した。 

 右舷側のウィングで操船指揮にあたっていた水先人は、沖合から岸壁に

向けて風力３の風が吹く状況下、船尾左舷側に配置したタグボートに正横

方向に引かせるとともに、バウスラスターを左一杯にかけ、船体が９号岸

壁から離れかけたところで機関を極微速力後進にかけた。 

 水先人は、船首が思うように９号岸壁から離れないので、左舵一杯にと

って機関を微速力前進にかけ、船首を同岸壁から離そうとしたところ、船

尾部が９号岸壁に接近し始めたので、タグボートに船尾部を左舷方に引か

せるなどして同岸壁への接近を抑えた。 

 水先人は、前進行きあしがついて船首方に仮設された黄色円柱灯浮標
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（以下「本件灯浮標」という。）に接近していることに気付き、機関を全速

力後進に、バウスラスターを左一杯にかけて本件灯浮標との衝突を避けよ

うとしたが、平成２２年６月２６日１２時２０分ごろ、右舷船首部が本件

灯浮標に衝突した。 

本件灯浮標は、しばらくの間付近海面で確認されていたが、のち流失し

た。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 ３～５、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 

 

 

 

 

 

三河港（蒲郡地区）は、渥美湾の北部に位置しており、蒲郡ふ
・

頭及び浜

町ふ
・

頭から湾央に向けて水深１０～１１ｍ、可航幅約２００ｍの水路（以

下「蒲郡水路」という。）が設けられている。 

９号岸壁は、蒲郡ふ
・

頭の南端に位置し、蒲郡水路に面している。 

９号岸壁の南西端から蒲郡水路に沿って浅所域が拡延しており、同南西

端の南方約２００ｍのところ（水深約１０ｍ）に、同水路の右側端を示す

直径約０.５ｍ、水面上高さ約１ｍの本件灯浮標が敷設されていた。 

本船は、本事故当時の喫水及び風速約８m/s の風が吹く状況下におい

て、バウスラスターのみで約０.２６deg/s の回頭角速度で旋回することが

できた。 

水先人は、名古屋港での水先業務が多く、自動車専用船の離着岸操船も

数多く経験していたが、９号岸壁での離着岸操船は３回のみであった。 

伊勢三河湾水先区水先人会は、原則として９号岸壁からの離岸時にはタ

グボート２隻を使用するとしていたが、水先人は、本事故当時、風力３

（平均風速４.５m/s、最大瞬間風速７.９m/s）の東南東風であったこと、

及び本船が１,４９４馬力のバウスラスターを備えていることから、３,５

００馬力のタグボート１隻を船尾に配置して離岸した。 

本船の船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報記録によれば、次のとおりで

あった。 

 (1) 本船は、離岸したのち、９号岸壁前端の方位が約０３１°であるこ

とに対し、対地針路約０３６°で後進した。 

 (2) １２時１４分ごろ、本船の船首が９号岸壁の前面から約３０ｍ離れ

た状況で前進行きあしとなった。 

 (3) その後、増速とともに右舷方への圧流が減少し、１２時１８分ご

ろ、船速が約２.９ノットとなり、船首方位と対地針路がほぼ一致する

状況となった。 

 (4) １２時１８分過ぎ、本件灯浮標まで約１１０ｍとなり、減速が始ま

ったが、１２時２０分ごろまで船首方位と対地針路はほぼ同じであっ

た。 

(5) １２時２０分３０秒ごろから、本船は、対地針路約０３８°で後進

し、１２時２７分ごろ再度前進行きあしとなり、蒲郡水路に沿って出

航した。 
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分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、三河港（蒲郡地区）において、９号岸

壁を離れて蒲郡水路を出航する態勢とする際、同

水路の中央付近に向首する前に前進行きあしとな

り、同水路の右側端を示す本件灯浮標に衝突した

ものと考えられる。 

本船は、前進速力となったのち、船首方位と対

地針路との差が減少し、本件灯浮標に衝突前の減

速時でも船首方位と対地針路はほぼ一致している

ことから、風に圧流される状況ではなかったもの

と考えられる。 

原因  本事故は、本船が、三河港（蒲郡地区）において、９号岸壁を離れて蒲

郡水路を出航する態勢とする際、同水路の中央付近に向首する前に前進行

きあしとなったため、同水路の右側端を示す本件灯浮標に向けて航行し、

本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




